
 

 

 

 

 

 

松山市再生可能エネルギー農山漁村活性化基本計画 
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松 山 市 

資料3 



１．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進によ

る農山漁村の活性化に関する方針 

 

本市は四国山地に守られた四国の北西部に位置し、瀬戸内海に面しているため、

年間を通じて温暖な気候である。 

本市は、高縄山系と石鎚山系の間に石手川や重信川などによって形成された扇状

地や三角州などの沖積平野が広がっている。中央構造線が東西に走っており、断層

線の割れ目から道後温泉などの温泉が湧き出ている。 

一方、本市の森林は、天然林が５割を占め、残りの５割が人工林となっており、人工

林のうちスギ、ヒノキの多くは間伐の推進が重要な課題となっている。 

しかし、長引く原木価格の低迷、林業事業者の減少などから、利用期を迎えた多くの

森林資源を十分に利用できない状況が続いている。 

このような中、２０１８年１月に地域由来の木材チップをエネルギー源とした木

質バイオマス発電所が稼働を始め、これまで利用されていなかった森林資源の新たな

利用が始まり、山林所有者の所得向上や原木価格の底上げ、新たな雇用の創出など

地域に様々な波及効果が生まれている。 

このため、今後の木材需要に対応した木材生産の推進や木質バイオマス発電所へ

の燃料供給体制強化、本市の森林資源の有効活用と農林業の活性化に努めることと

する。 

 

 

２．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

 
区域の所在 面積 備考 

松山市大可賀三丁目10番地21 28,364.24㎡ 木質バイオマス発電施設 

 

 

３．２の区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模 

 
発電設備の種類 発電設備の規模 備考 

木質バイオマス発電 12,500KW 山林未利用材とPKSの混焼 

 

 

４．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合

的な利用の確保を図る区域及び当該確保に関する事項 

 

該当区域なし



５．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資

する取組に関する事項 

 

木質バイオマス発電事業者が、燃料として地域の未利用材チップを納入業者から長

期的かつ安定的な価格で買い取ることで、未利用材の利用拡大につなげ、林業事業の

活性化と中山間地域の雇用創出や森林整備の推進に寄与する取組（農林漁業者の農

林漁業経営の改善の促進） 

 

 

６．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発

電の促進に際し配慮すべき事項 

 

(１)自然環境の保全との調和 

地域の植生、野生動物の生態、水質等の自然環境に影響を及ぼす可能性がある

ことから、必要に応じた影響の調査・検討等により、自然環境の保全に十分配慮

する。 

 

(２)景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和 

気候風土に適した形で農林漁業を営む中で、地域固有の個性ある美しい景観が

つくられていることから、これらの景観が損なわれることのないよう適切な配

慮を行う。 

 

 

７．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進によ

る農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価に関する事項 

 

(１)目標 

木質バイオマス発電において、年間約87,000千kWhの発電及び木質チップ形

状燃料60千トン（地域産木材を主に活用するもの）の安定供給を図り、地域の

農林業の健全な発展に資する取組を行う。 

 

(２)目標の達成状況についての評価 

（１）の目標の達成度合いを確認するため、毎年度、設備整備者は、認定設

備整備計画の実施状況（設備整備の進捗状況、稼働状況）を松山市に報告する

こととする。また、松山市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会におい

て、認定設備整備計画の進捗を協議し、目標が達成されない場合は、達成に向

けて必要な改善策を講じるものとする。



８．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生可能エ

ネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項 

 

再生可能エネルギー発電事業を中止又は終了した際は、設備整備者の責任におい

て、区域周辺への環境の保全や安全性の確保を図るため、施設の撤去等の対策を行う

ものとする。 

 

 

９．農林地所有権移転等促進事業に関する事項 

該当事項なし 

 

10．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進に関する事項 

 

(１)ホームページ等による周知 

基本計画に基づく取組の促進や関係住民等の理解の醸成を図るため、ホームペ

ージ等により広く周知する。 

 

(２)設備整備計画の認定 

設備整備計画の審査を行う際には、内容が基本計画に適合するものである

ことに加え、設備整備計画が実施される見込みが確実であることとする。また、

設備整備計画の認定を行う際には、実施状況の報告を行うこと、是正の指導に

従うこと等の条件を付すこととする。 

 

(３)区域外の関係者との連携 

本市及び再生可能エネルギー発電事業者等の関係者は、本市の区域外の関係

者とも相互連携し、優良事例等の情報共有を行いつつ、農林漁業の健全な発展と

調和のとれた再生可能エネルギー発電に取り組む。 


